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第三次川越市教育大綱(案)について［新旧比較］  

 

現行教育大綱（第二次：令和３年度～令和７年度）  

○  策定にあたって［※市長挨拶文］                        

 近 年、 少子 高齢 化の 進行 やグ ロー バル 化、 急速 な技 術革 新の 進展 など 、私 た

ちを 取り 巻く 社会 環境 は大 きく 変化 して いま す。 こう した 社会 の転 換期 を乗 り

越え て、 豊か な人 生を 生き 抜く ため の力 を身 に付 ける 上で 、教 育の 果た す役 割

はま すま す重 要と なっ てい ます 。  

 折 しも 、本 市は 令和 ４年 に市 制施 行１ ００ 周年 を迎 え、 これ まで 先人 が培 っ

てき た歴 史や 文化 をわ が市 の誇 りあ る財 産と して 受け 継ぐ とと もに 、次 の１ ０

０年 へ向 けて 大き く羽 ばた く節 目と なり ます 。  

 将 来に わた って 活力 に満 ちた 川越 市と する 上で 必要 なま ちづ くり は、 人づ く

りで もあ りま す。 人が まち に活 気を 生み 、人 がつ なが り、 人が 未来 を切 り拓 く

こと が、 希望 あふ れる まち をつ くり 上げ てい きま す。  

 教 育は 、一 人ひ とり の力 や可 能性 を引 き出 す大 きな 力を 持っ てい ます 。未 来

の川 越を 担う 子ど もた ちが 、地 域社 会の 中で 育ま れ、 夢や 希望 に向 かっ て、 力

強く 社会 を生 き抜 く力 を身 に付 けら れる よう に努 める とと もに 、市 民一 人ひ と

りが 生涯 を通 じて 学び を深 める こと がで きる 場を 整え るこ とで 、本 市の 人づ く

りが 豊か なも のと なる よう 教育 委員 会と 連携 し川 越市 の教 育を 推進 して まい り

ます 。  

 

令和 ３年 ３月  川 越市 長  川合 善明  

 

第三次川越市教育大綱案（令和８年度～令和１２年度）  

１  策定にあたって［※市長挨拶文］                     

 ～ 別途 調整 ～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ８年 ３月  川 越市 長  森田 初恵  

令和 7 年 11 月 19 日  
令和 7 年 度第 2 回 川越 市総 合教 育会 議  資料２  

●表 記に つい て  

 ・ 下線 部（ 直線 ）… 現行 教育 大綱 から の修 正箇 所  

 ・ 下線 部（ 波線 ）… 総合 計画 引用 箇所 から の修 正箇 所（ 単語 ・語 句レ ベル ）  
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現行教育大綱（第二次：令和３年度～令和７年度）  

○  策定の趣旨                               

 教 育大 綱は 、平 成２ ７年 ４月 １日 に改 正さ れた 地方 教育 行政 の組 織及 び運 営

に関 する 法律 第１ 条の ３の 規定 に基 づく もの であ り、 教育 基本 法第 １７ 条第 １

項に 規定 する   基本 的な 方針 を参 酌し 、地 域の 実情 に応 じて 、市 の教 育、 学

術及 び文 化の 振興 に関 する 総合 的な 施策 の大 綱と して 定め るも ので す。  

 こ の度 、平 成２ ７年 度に 策定 した 川越 市教 育大 綱の 期間 が終 了す るこ とか

ら、 本市 のさ らな る教 育行 政の 充実 を目 指し 、令 和３ 年度 を始 期と する 新た な

教育 大綱 を策 定い たし ます 。  

 

○  策定の考え方                               

 新 しい 教育 大綱 では 、改 めて 大綱 とし ての 位置 付け を踏 まえ るこ とに より 、

本市 の最 上位 計画 であ る第 四次 川越 市総 合計 画（ 基本 構想 ） に おけ る教 育・ 文

化・ スポ ーツ に関 する 施策 の大 綱と の整 合を 図る もの とし 、そ の施 策の 推進 に

おい ては 、川 越市 教育 振興 基本 計画 や川 越市 生涯 学習 基本 計画 など の各 個別 計

画に よっ て取 り組 むも のと しま す。  

 

 

 

○  大綱の期間                               

 こ の大 綱の 期間 は令 和３ 年度 から 令和 ７年 度ま での ５年 間と しま す。  

第三次川越市教育大綱案（令和８年度～令和１２年度）  

２  策定の趣旨                               

 教 育大 綱は 、平 成２ ７年 ４月 １日 に改 正さ れた 地方 教育 行政 の組 織及 び運 営

に関 する 法律 第１ 条の ３の 規定 に基 づく もの であ り、 教育 基本 法第 １７ 条第 １

項に 規定 する 国の 基本 的な 方針 を参 酌し 、地 域の 実情 に応 じて 、市 の教 育、 学

術及 び文 化の 振興 に関 する 総合 的な 施策 の大 綱と して 定め るも ので す。  

 こ の度 、令 和７ 年度 をも って 川越 市教 育大 綱の 期間 が終 了す るこ とか ら、 本

市の さら なる 教育 行政 の充 実を 目指 し、 令和 ８年 度を 始期 とす る第 三次 川越 市

教育 大綱 を策 定い たし ます 。  

 

３  策定の考え方                              

 第 三次 川越 市教 育大 綱は 、本 市の 最上 位計 画で ある 第五 次川 越市 総合 計画

（基 本構 想） にお ける 「教 育・ 文化 ・ス ポー ツ」 分野 に関 する 基本 目標 との 整

合を 図り つつ 、そ の施 策の 推進 にお いて は、 川越 市教 育振 興基 本計 画や 川越 市

生涯 学習 基本 計画 など の各 個別 計画 にお いて 取り 組む もの とし ます 。  

 ま た、 教育 分野 との 関連 があ る「 こど も・ 子育 て」 分野 など に関 して は、 川

越市 こど も計 画を はじ めと した 他の 個別 計画 とも 連携 しな がら 、本 市の 教育 、

学術 及び 文化 の振 興を 図り ます 。  
 

  

４  大綱の期間                               

 こ の大 綱の 期間 は令 和８ 年度 から 令和 １２ 年度 まで の５ 年間 とし ます 。  
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現行教育大綱（第二次：令和３年度～令和７年度）  

○  基本理念                               

 本 大綱 にお ける 基本 理念 は、 第四 次川 越市 総合 計画 （基 本構 想） の教 育・ 文

化・ スポ ーツ にお ける 施策 の大 綱に 基づ き「 歴史 と文 化を 感じ なが ら学 びあ

い、 豊か な心 を育 む川 越市 の教 育」 とし て定 めま す。  

 

「歴史と文化を感じながら学びあい、豊かな心を育む川越市の教育」  

 

 本 市に は、 先人 から 受け 継い だ多 くの 歴史 的遺 産や 伝統 文化 があ りま す。 そ

の歴 史・ 文化 に触 れ、 込め られ た先 人の 想い を感 じる こと は、 郷土 に対 する 愛

着と 誇り を生 み、 心豊 かな 人間 性を 育む とと もに 地域 社会 のつ なが りを 生み 出

すも ので す。  

 ま た、 子ど もか ら高 齢者 まで 、市 民一 人ひ とり が学 びあ える 環境 は、 学び に

よる 気付 きや ふれ あい を通 じて 、支 えあ い、 高め あう 豊か な市 民社 会の 形成 を

もた らす もの です 。  

 本 市の 財産 であ る歴 史・ 文化 のも と、 とも に学 びあ える 場を 通じ て、 人を 思

いや り、 お互 いを 尊重 して 、激 しい 時代 の変 化に あっ ても 主体 的に 社会 の形 成

へ参 画す る、 豊か な心 を育 んで いく こと を理 念に 、本 市の 教育 によ る豊 かな 人

づく りを 推進 しま す。  

 

第三次川越市教育大綱案（令和８年度～令和１２年度）  

５  基本理念                               

 本 大綱 にお ける 基本 理念 は、 第五 次川 越市 総合 計画 （基 本構 想） の教 育・ 文

化・ スポ ーツ にお ける 基本 目標 に基 づき 、以 下の とお り定 めま す。  

 

 

「共に学び、ふれあい、豊かな人生を送れる川越市の教育」  

 

 グ ロー バル 化や 技術 革新 が急 速に 進み 、よ り一 層変 化が 激し く予 測が 困難 な

時代 とな る中 、こ ども たち が社 会の 変化 に向 き合 い、 自ら の手 でよ り良 い社 会

と豊 かな 人生 を創 って いけ るよ う、 成長 を後 押し して いく こと が必 要で す。  

 本 市で は、 全て のこ ども が、 個性 や興 味・ 関心 に応 じて 主体 的に 学習 し、 多

様な 他者 との 対話 を通 じて 学び 合い なが ら成 長し てい ける よう 、学 校と 、地 域

や家 庭が 連携 ・協 働し て質 の高 い教 育を 実現 する こと で、 次代 を担 うこ ども た

ちの 生き る力 を育 む施 策を 進め ます 。  

 ま た、 人生 100 年時 代を 見据 える 中で 、長 い人 生を より 充実 した もの とす る

ため に、 生涯 にわ たっ て、 学び や文 化芸 術、 スポ ーツ に親 しむ こと は一 層重 要

とな って いま す。 本市 では 、多 くの 人が 、学 びや 文化 芸術 、ス ポー ツを 身近 に

感じ 、気 軽に 取り 組め る環 境を 整え るこ とや 、地 域の 人々 と共 に郷 土の 伝統 を

守り 伝え てい くこ とな どを 通じ て、 あら ゆる 世代 が楽 しみ なが ら交 流を 深め 、

豊か な人 生を 送れ る施 策を 進め ます 。  

 

 

 

 

● 引 用 元 に つ い て  

 第 五 次 川 越 市 総 合 計 画 （ 基 本 構 想 ） に お け る 政 策 分 野 「 教 育 ・ 文 化 ・ ス ポ ー ツ 」

の 「 分 野 別 の 方 向 性 」 よ り  

 （ 一 部 の 単 語 ・ 語 句 等 を 修 正 ）  



4 

 

現行教育大綱（第二次：令和３年度～令和７年度）  

○  施策の方針                              

 第 四次 川越 市総 合計 画と の整 合の もと 、教 育大 綱の 基本 理念 の実 現を 目指 し

て、 ７つ の施 策の 方針 を定 めま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 １  生涯学習活動の推進  

   市 民一 人ひ とり が生 涯に わた り主 体的 に学 び続 けら れる 生涯 学習 の環 境

づく りを 推進 しま す。 また 、学 びを 通じ て地 域や 世代 間の つな がり を広 げ

ます 。  

 ２  生きる力を育む教育の推進  

   児 童生 徒一 人ひ とり に確 かな 学力 や豊 かな 心等 が身 に付 く取 組を 推進 し

ます 。ま た、 幼児 期の 教育 や保 育と 小学 校の 連携 や、 小学 校と 中学 校間 な

どと の連 携を 図る とと もに 、き め細 かな 生徒 指導 を充 実さ せま す。  

 ３  教育環境の整備・充実  

   社 会状 況の 変化 に応 じた 学校 施設 等の 整備 、小 学校 や中 学校 の適 正規 模

化、 通学 区域 の弾 力化 を図 りま す。 また 、学 校給 食の 充実 を図 りま す。  

 ４  文化芸術活動の充実  

   市 民の 文化 芸術 活動 の支 援や 文化 芸術 に触 れる 機会 づく りを 推進 し、 成

熟し たま ちに ふさ わし い文 化芸 術活 動の 充実 に努 めま す。  

 ５  文化財の保存・活用  

   本 市が 誇る 文化 財を 保護 し、 次世 代に 継承 しま す。 また 、伝 統的 建造 物

群保 存地 区等 につ いて 、歴 史的 風致 の維 持、 向上 に努 めま す。  

 ６  多文化共生と国際交流・協力の推進  

   国 際化 の進 展に 伴い 、多 くの 市民 に国 際交 流・ 協力 の機 会を 提供 する こ

とに 努め 、外 国籍 市民 を含 めた 全て の市 民が 暮ら しや すい 多文 化共 生の ま

ちづ くり を進 めま す。  

 ７  生涯スポーツの推進  

   ス ポー ツ・ レク リエ ーシ ョン 大会 の充 実を 図る とと もに 、地 域の 誰も が

日常 的に スポ ーツ に親 しむ こと がで きる 環境 整備 に努 めま す。  

第三次川越市教育大綱案（令和８年度～令和１２年度）  

６  施策の方針                               

 第 五次 川越 市総 合計 画と の整 合の もと 、教 育大 綱の 基本 理念 の実 現を 目指 し

て、 ６つ の施 策の 方針 を定 めま す。  

 

 ６ つの 施策 の方 針に つい ては 、第 五次 川越 市総 合計 画の 各政 策分 野に おけ る

方向 性と の連 携を 図り ます 。特 に「 こど も・ 子育 て」 分野 にお いて は、 こど も

や若 者が 将来 に希 望を 持っ て自 分ら しく 成長 でき るよ うに 、こ ども に係 る各 種

相談 ・支 援（ いじ めや 不登 校等 ）、 放課 後児 童健 全育 成事 業（ 学童 保育 ） を は

じめ とし た居 場所 づく り、 経済 的負 担の 軽減 など にお いて 、効 果的 な取 組を 進

めま す。  

 

●６つの施策の方針  

 １  生きる力を育む教育の推進  

   こ ども たち が、 変化 の激 しい 社会 でた くま しく 生き 抜く 力を 育み ます 。  

 

 ２  学びを支える教育環境づくり  

   こ ども たち が安 心し て質 の高 い教 育を 受け られ る環 境を つく りま す。  

 

 ３  生涯学習活動の推進  

   誰 もが 意欲 や関 心に 応じ て学 習し 、そ の成 果を 生か せる よう に進 めま

す。  

 

 ４  文化活動の推進  

   誰 もが 気軽 に文 化芸 術に 親し み、 交流 でき るよ うに 進め ます 。  

 

 ５  スポーツ活動の推進  

   誰 もが 気軽 にス ポー ツに 親し み、 交流 でき るよ うに 進め ます 。  

 

 ６  文化財の保存・活用  

   地 域固 有の 貴重 な文 化財 を、 地域 総が かり で保 存・ 活用 し、 次世 代に 継

承し てい きま す。  

 

● 引 用 元 に つ い て  

 第 五 次 川 越 市 総 合 計 画 （ 前 期 基 本 計 画 ） に お け る 政 策 分 野 「 教 育 ・ 文 化 ・ ス ポ ー

ツ 」 の 「 施 策 の 目 的 （ 目 指 す 姿 ）」 よ り  

 （ 一 部 の 単 語 ・ 語 句 等 を 修 正 ）  
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現行教育大綱（第二次：令和３年度～令和７年度）  

７  大綱 の推 進と 進捗 管理                          

 川 越市 教育 大綱 に定 めた ７つ の施 策の 方針 に沿 って 、関 連す る個 別計 画に よ

って 具体 的な 施策 を推 進す ると とも に進 捗管 理を 行い ます 。ま た、 その 内容 に

つい ては 、必 要に 応じ て川 越市 総合 教育 会議 にお いて 、確 認す るこ とと しま

す。  

第三次川越市教育大綱案（令和８年度～令和１２年度）  

○  大綱 の推 進                               

 川 越市 教育 大綱 に定 めた ６つ の施 策の 方針 に沿 って 、関 連す る個 別計 画に よ

って 具体 的な 施策 を推 進す ると とも に進 捗管 理を 行い ます 。ま た、 その 内容 に

つい ては 、必 要に 応じ て川 越市 総合 教育 会議 にお いて 、確 認す るこ とと しま

す。  


